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講座スタート！2026年
10:00-13:00（開場 9:45）

日時
土日11月4 ～

※駐車場はございません。公共交通機関または、
近隣のコインパーキングをご利用ください。

創業・副業の知識、スキルを
向上させたい！

コミュニケーション能力を
向上させたい！

人脈を形成したい！
情報を交換したい！

仲間との交流で
モチベーションを維持したい！

概ね２年以内に創業、もしくは新事業展開を予定の方、または法人化される方

※全日程のカリキュラムへの参加が可能な方を優先します。

今後、創業・副業を考えており、経営について勉強したい方

対  象 松山圏域３市３町（松山市・伊予市・東温市・久万高原町・松前町・砥部町）で

20262026

特定創業支援等事業

参加
無料

講座の後は、

新たな繋がりを作り
一緒に未来を
　語り合いましょう！

交流会！

申込はこちら
インターネット受付

締切 ４月３日（金）
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カリキュラム
※受講者同士の交流時間３０分を含みます

本セミナーは、松山圏域３市３町（松山市・伊予市・東温市・久万高原町・松前町・砥部町）の
に定められています。『特定創業支援等事業』

『特定創業支援等事業』とは？

※修了が認められるためには１ヵ月以上、４回以上の継続的な支援を受ける必要があります。

　産業競争力強化法により国が定める事業で、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓などの
知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取り組みを「特定創業支援等事業」といいます。
　この支援を受け、自治体に証明書を交付された修了者はメリットを受けることができます。

『特定創業支援等事業』を受けた創業者の方のメリット（支援策）

※２社目の創業の場合や創業後５年以上は対象外などご利用には条件があります。詳細は各自治体ホームページ等でご確認ください。

【株式会社・合同会社】
資本金の0.7％ → 0.35％
最低税額の場合
◆株式会社 … 15万円 → 7.5万円
◆合同会社 … 6万円 → 3万円

（４）小規模事業者持続化補助金〈創業型〉の申請要件

（３）日本政策金融公庫による創業関連融資の貸付利率の引き下げ

（１）会社設立時の登録免許税の減免 （２）信用保証協会による創業関連保証の特例

（５）自治体ごとのサポート

「オリエンテーション」 ＋ 「経営」キホンを学び、ビジネスの土台を固めよう！

「販路開拓」でビジネスを拡大！ ファンを増やす戦略！

「生成ＡＩ」を活用して、あなたのビジネスに役立てよう！

「人材育成」は未来への投資！ 人が集まる場所を創る！

「財務」創業前に知っておくべき資金・収支計画

「ミニプラン発表会」自分のアイデアを発表してみよう！

10:00-13:00日（　）11月4 土 創業の心構えとは？ 経営の知識はビジネスの基礎。自分の強みを知ろう！■

10:00-13:00日（　）18月4 土 基本をしっかり押さえ自分なりのスタイルを考えてみよう！■

10:00-13:00日（　）25月4 土 すぐに使える知識とは？ 生成ＡＩで何ができるのか学んでみよう！■

10:00-13:00日（　）9月5 土
人を雇う時に役立つ知識と共に育つためのヒント・モチベーションや
コミュニケーションについて考えよう！

■

10:00-13:00日（　）16月5 土 創業にはどんな費用が必要？ 資金管理や利益管理の基本知識を学ぼう！■

10:00-13:00日（　）23月5 土 自分のビジネスプランを３分間で発表！ アイデアを整理し事業内容を具体化しよう！■
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